
自家用電気工作物保安管理業務処理要領 「対象設備一覧」 （契約名：北海道渡島地区自家用電気工作物保安管理業務）

電圧 kVA 電圧 kVA 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

渡島合同庁舎 函館市美原４丁目６番１６号 高圧 1,500 高圧 500 毎月 休日
3φ3W100
1φ3W35

庁舎負荷 ● ● ● ● ● ● ● ●／◎ ● ● ● ●
広範囲施設
モールドTｒ

渡島総合振興局保健環境部木古
内地域保健支所

木古内町字木古内２１４番
地５号

高圧 60 － － ３か月毎 ● ● ●／◎ ● 油入Tｒ

渡島総合振興局保健環境部八雲
地域保健室

八雲町末広町１２０番地 高圧 60 低圧 50 隔月 － ●／◎ ● ● ● ● ● 油入Tｒ

渡島家畜保健衛生所BSE検査室 森町字姫川１２０－２９ 高圧 70 － － 隔月 ● ● ● ●／◎ ● ● 油入Tｒ

函館建設管理部事業課庁舎 函館市美原１丁目４７番８号 高圧 105 低圧 59.1 毎月 － ● ●／◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● モールドTｒ

※１：　年次点検時に停電できない負荷設備（防災無線設備等）を、上表の仮設発電機容量相当の低圧発電機を受託者が設置して仮設を行うこと。なお、仮設発電機の接続は庁舎に設置されている外部電源接続盤にて行う。

※２：　「庁舎負荷」とは庁舎負荷にて負荷試験を行うこという。「疑似負荷」とは受託者が準備する疑似負荷試験装置を接続して行う負荷試験をいう。「－」は該当試験無し。

施　設　名 施設所在地

受変電設備
（設備容量）

予備発電装置
（定格出力） 点検

頻度
年次点検
実施条件

仮設発電機
容量kVA※1

絶縁油
試験

消防法
非常用発電
機負荷試験

※2

点検実施月（●は月次点検、　◎は年次点検）
備考


